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消
防
組
織
法
は
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
七
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
、
消
防
組
織
法
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
条
例
及
び
規
則
の
制
定
そ
の
他
消
防
組
織
法
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
及
び
手
続
で
、
同

法
施
行
の
日
よ
り
も
前
に
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
準
備
行
為
の
な
さ
れ
た
日
か
ら
、
関
係
規
定
を
適
用
し
、
同
法
施
行
後
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
適
法
の
も
の
と
す
る
。
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